
当基金は、海外諸国からの留学生に対して奨学金の支給を行うことにより、

日本と海外諸国との友好関係を担う有為な人材を育成することを目的とします。
2026年度助成事業として、下記要領により助成対象者を募集します。

なお、選考は、学部・修士・博士の各課程毎で行います。学部生も奮って

ご応募ください。

公益信託日本特殊陶業海外留学生奨学基金

⑳26年度奨学助成金募集要項

1.対象者(応募資格)について

(D 愛知県下の大学および大学院の正規課程に在籍する海外からの留学生で、

特に学業人物ともに優れ、かつ留学生活を続けていくために経済的な援助

を必要とする者。

専攻分野は特定しない。在籍予定の者も含む。

*学部学生■026年4月時点で在籍する者(予定)

*大学院生■026年4月時点で修士課程または博士課程に在籍する者(予定)

(2)他の奨学金との併給は認められません。

なお、併給の事実が判明した場合には、当基金の奨学金を返還していただ

くことになりますのでご注意ください。

(3)過去に当奨学金の支給を受けた者の再応募はできません。

2.奨学助成金額および支給時期について

(D 1人あたりの奨学助成金額年額 120万円(月額 10万円)

(2)奨学金は4月、 7月、 10月および 1月の各月に 3 か月分を合わせて支

給します。

4月分は原則4月末までに、それ以外の月は、原則 10日に振込手続き

を行います。

3 支給期間について

支給期間は、最長2年間とします。

(2年以内で卒業する場合は、卒業までの最短修学年次とします)

4 募集人数について

10名程度

5 申込期間について

2025年12月1日 (月)~ 2026年1月15日(木) (必着)とします。

【裏面へ続く】



6 申込方法について

各大学等内で1名(応募資格を充たす学部学生および大学院生全体の中から
1名のみ)を学内選考のうぇ、大学等事務局を通じて申込むものとします。

フ.応募方法について

当基金奨学助成金の受給申請者は、当基金所定の願書(様式 1)に以下の

書類を添え、在籍大学等の事務局に提出してください。

(D 在学証明書(但し、応募時点で入学していない場合は、合格通知書または

編入学許可書の写でも可)

(2)学業成績証明書(現課程のものが入手できない場合は、前課程のもの)

2026年4月時点で修士課程に在籍する者は、学部の成績証明書も必要

(3)推薦書(様式2)

*推薦妻(様式2)は指導教員(もしくは、それに相当する教員)がご記
入ください。推薦書には学業、人物評価の他、必ず経済状況、経済的

な援助を必要とする具体的な理由についてご記入ください。

(4)作文.下記の2つのテーマについて提出

『留学の目的と活動内容』

『現在の研究・勉学のテーマ』

(それぞれA4版(日本語で 800文字以内)1枚。様式は問わない)

(英語での作成も可とします。この場合600単語以内)

(5)資格証明書(有資格者のみ)

日本留学試験や10EIC等の有資格者は、証明書(写)を添付

(なお、日本語能力を応募資格としたものではありません)

*願書、作文等の提出書類は当基金の業務を遂行するために必要な範囲内
に限定して利用します。また、助成の決定内容を主務官庁等に提供する
ことがあります。なお、提出書類は返却しません。

8.奨学助成者の決定および結果通知について

(D 当基金運営委員会が選考審査を行い、奨学助成者を決定します。

(2)受託者は、奨学助成者の適否について、原則として 3月末までに通知し

ます。

9.申請書類の送付先およびお問い合わせ先について

<受託者>

〒164-0001 東京都中野区中野3 丁目 36番 16号

三菱UFd信託銀行株式会社りテール受託業務部公益信託課

TEL :0120-622372 (受付時間平日 9:00~17:00 土・日・祝日等を除く)

E、maiL kouekilost@廿.mU地.jp (メール件名には基金名を必ずご記入ください)

以上


